
（仮称）いわむら空き家対策協議会の設置（案） 

 
目 的 

第２次恵那市岩村地域計画に位置付けられた空き家対策を実施するため、（仮称）いわむ

ら空き家対策協議会を岩村地域自治区運営協議会の配下に設置しその運営を行う。 

 

委 員 

地域サポーター（３月より募集） 

恵那暮らしサポートセンター運営協議会委員（市依頼による選出） 

移住定住サポーター（自ら市に申込 岩村町 4名） 

自治区会長推薦（３名程度） 

振興事務所（事務局） 

民間不動産会社（アド-バイザー） 

 

委員役割等 

研修会参加、情報提供、情報共有、空き家バンク登録促進、移住後の支援 

 

空き家情報（賃貸、売買意志あり） 

                   ↓ 
民間不動産会社 

（取り扱い意思確認及びアドバイス） 

 
取り扱いする              取り扱いしない 

  
民間不動産会社へ引き渡し          いわむら空き家対策協議会 

構成員へ情報提供 
                         
                          空き家バンク登録手続 
                          事務を行う委員を募る 

 
                          空き家バンク登録完了 
                         （実施した委員 5 万円支給） 

 
                       
                           内覧等サポート等 

                         
                             契約完了 
                         （実施した委員 5 万円支給） 

 
 
協議会で移住後の支援 

◎いわむら空き家対策協議会設置有無の 
確認と会の名称確認 

・地域サポーターの募集ついて 

・空き家バンク登録促進に伴う流れについて 

・空き家バンク登録に伴う５万円の支給方法 

・空き家バンク契約に伴う５万円の支給方法 

賃貸、売買意思なし 

 空き家のリスクを説明 

・周囲に迷惑をかける可能性（苦情） 

・不法投棄 

・特定空き家に指定されると税金が上がる等 


